
事業番号 - - -

（ ）

令和３年に保護観察が終了した少年院仮退院者の再処分率は、学生・生徒であった者が17.4％であったのに対し、無職であった者は30.2％に上る（令和４年版犯罪
白書）。このことから、進学している者に比べ、無職である者は再犯・再非行に至るリスクが高いことが読み取れる。
また、令和３年に少年院を出院した者の13.1％（令和３年矯正統計年報）は、進学を希望しているものの、進学先が決まらないまま出院している。しかし、少年院出院
後に、独学で学習を続けることは難しく、進学を断念する者も存在する。
以上から、少年院を出院した者に学習支援を行い、進学等をサポートすることは、再犯防止に有効であると考えられる。しかし、少年院在院中から刑事司法手続終
了後までの間、国として同一の機関において学習支援を行うことは困難であり、継続的に学習支援を実施する仕組みが求められている。

令和6年度要求

-

-

-

-

　

　

　

(目)

-

再犯防止等推進業務庁費

その他

当初予算＋補正予算に対する執行額
の割合（％）
=(G)/｛(A)+(B)｝

-

主な増減理由（・要望額・予備費）

100%

令和6年度要求

事業概要URL -

(項)
令和5・6年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算項・目 令和5年度当初予算

計（A) 29

100%

執行率（％）
=(G)/(F)

- 100% 100%

再犯防止等企画調整推進費

　

2023 法務 22 0012

法務省

政策 再犯の防止等の推進（Ⅱ-4）

事業の目的
（5行程度以内）

成果連動型民間委託契約方式（以下「ＰＦＳ」という。）の一類型である、ソーシャル・インパクト・ボンド（以下「ＳＩＢ」という。）の仕組みを活用し、国と社会的課題に取り
組むＮＰＯ、民間企業・団体等が連携した効果的な再犯防止の取組を推進する。

企画再犯防止推進室
企画再犯防止推進室長
小林　隼人

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）（以下「再
犯防止推進法」という。）第13条、第21条

関係する
計画、通知等

再犯防止推進計画（平成29年12月15日閣議決定）
再犯防止推進計画加速化プラン（令和元年12月23日犯罪対策閣僚会議決定）
成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラン（令和2年3月27日成果連動型民間委託契約方式の推進に関す
る関係府省庁連絡会議決定）
成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラン（令和5年3月2日成果連動型民間委託契約方式の推進に関する
関係府省庁連絡会議決定）
第二次再犯防止推進計画（令和5年3月17日閣議決定）

事業名 再犯の防止等の推進（ソーシャル・インパクト・ボンドの活用） 担当部局庁 大臣官房秘書課 作成責任者

事業開始年度

施策 国と地方公共団体が連携した取組等の実施（Ⅱ-4-(1)）

政策体系・評価書URL

主要経費 その他の事項経費

令和5年度行政事業レビューシート

-

-

令和3年度
事業終了
（予定）年度

令和5年度 担当課室

- -

補正予算（B) - - -

-

-

-

予備費等（E) - - - -

予算の
状況

前年度から繰越し（C)

当初予算（A) - 17 26 29 -

- - -

-

補助率等

事業概要
（5行程度以内）

ＳＩＢの仕組みを活用し、非行少年を対象として、少年院在院中から出院後も含めた継続的な学習支援を実施する。

実施方法 委託・請負

予算額・
執行額

（単位:百万円）
（インプット）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

執行額(G) - 17 26

計(F)
=（A)+（B)+（C)+（D)+（E)

- 17 26 29

現状・課題
（5行程度以内）

翌年度へ繰越し（D) - - - -

29

事業終了予定のため。



成果目標①-1の
設定理由
（アウトプット
からのつながり）↓

↓
成果目標①-2の
設定理由

（短期アウトカム
からのつながり）

70

-

アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由

-

％ - - -

目標値 ％ - - -

達成度 ％

-

↓

学習支援の継続 支援継続率

成果実績 ％ - 92

-

少年院に在院している非行少年のうち、学習意欲のある者を対象として、法務省から委託を受けた民間事業者が、少年院在院中に学習に関する支援計画の策定
等を行った上で、出院後、継続的な寄り添い型の学習支援等を実施する。

成果目標及び成果実績
①-3

（長期アウトカム）

成果目標 定量的な成果指標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに
関する成果実績

大臣官房秘書課企画再犯防止推進室調べ

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに
関する成果実績

大臣官房秘書課企画再犯防止推進室調べ

活動目標及び活動実績
①

（アウトプット）
当初見込み 人

- -

80

活動目標 活動指標

-

年度

80 80

定量的な成果指標 単位

人 5

目標年度
令和4年度

↓

活動内容①
（アクティビティ）

学習支援計画の策定
支援計画を策定した対象者の
数（累積）

活動実績

-

5

定量的な成果指標

目標達成 目標値 ％ - -

年度

再犯防止

比較対照群（※）の再処分率を「100」とし
た場合の、本事業の支援対象者群の再処
分率
※　令和３年又は令和４年に少年院を出院
して保護観察を開始した者のうち、出院後
の進路が進学・復学希望であった者 達成度

単位 令和2年度

-

- - -

目標達成率

成果実績 ％ -

目標最終年度

達成度 ％

80

成果実績及び目標値の
根拠として用いた

統計・データ名（出典）
/定性的なアウトカムに
関する成果実績

大臣官房秘書課企画再犯防止推進室調べ

令和2年度 令和3年度

-

アウトカム設定について
の説明

令和3年度 令和4年度
5年度
活動見込

6年度
活動見込

-

令和2年度 令和3年度 令和4年度
5 年度

-

80

目標年度

5

学習支援を継続しつつ、支援対象者の状況の変化に応じた学習支援計画の見直しや変更を行うことにより、規則正しい生活が維持され、学習習慣の定着が図られ
るとともに、高等学校卒業や高等学校卒業程度認定試験の合格、大学進学、各種資格の取得といった本人の希望進路の実現が可能となる。

-

-％

86

目標値 ％ -

115 107.5

成果目標及び成果実績
①-1

（短期アウトカム）

成果目標

23

少年院在院中に支援対象者の希望やニーズを踏まえた目標を設定し、目標達成に向けた学習支援計画を策定した上で、少年院出院後に同計画に沿った学習支援
を実施することにより、支援対象者との定期的な接触機会が確保されるとともに、継続的・意欲的な学習態度の習得が可能となる。

アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない理由

-

-

-

-37 80

成果目標①-3の
設定理由

（長期アウトカム
へのつながり）

学習支援計画で設定した目標を達成することにより、支援対象者の進路選択の幅が広がって、社会的・経済的な自立に向けた生活基盤が確保され、再非行・再犯
に至るリスクが低下し、安定した生活の実現が可能となる。

成果実績

成果目標及び成果実績
①-2

（中期アウトカム）

成果目標 単位

- -



改善の
方向性

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事業所管部局による点検・改善

-
事業に関連する
ＫＰＩが定められて
いる閣議決定等

名称

URL

該当箇所

平成26年度 -

備考

行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見

平成24年度 -

平成25年度 -

公開プロセス・秋の年次公開検証（秋のレビュー）における取りまとめ

その他の指摘事項

-

終了予定

予定通り終了

-

平成30年度 -

平成23年度 -

アクテビティ①について、支援対象者を確保し、ひいては学習支援計画の策定数を増加させるため、少年院の関係職員に対して本事業を広く周知する。
また、学習支援の継続率を高めるため、学習支援を主体となって実施している民間事業者に対し、必要な協力を行う。
なお、ロジック部分（政策の効果発現経路等）に関し、第三者の評価をも踏まえた上で分かりやすく整理した。

－

関連する過去のレビューシートの事業番号

令和元年度

平成28年度 -

平成29年度 -

平成27年度

令和2年度 法務省 新03 0002

上記への対応状況

-

上記への対応状況

-

過去に受けた指摘事項
と対応状況

-

-

目標年度における効果測定に関する評価（令和6年度実施)

-
点検結果

PFSの一類型であるソーシャル・インパクト・ボンドを活用することで、効率的な予算の執行が
図られている。
アクテビティ①のアウトプットである学習支援計画の策定について、事業初年度である令和３
年度は、事業の対象庁を一部の少年院に限定していたため、当初見込み件数を下回った。
この結果を受け、令和４年度以降は、事業の対象庁を全少年院に拡大することで、学習支援
計画策定の増加のための方策を講じたところ、増加傾向にはあるものの、依然として当初見
込み件数を下回っている。
また、アクテビティ①の短期アウトカムである学習支援の継続は、目標値を上回っており、本
事業が効果的に実施されていると評価できる。一方、少年院出院後に、対象者の個人的な
事情により学習支援を継続できない事例が生じるなど、事業を開始してから初めて明らかと
なった課題があった。このような課題に対しては、学習支援計画を変更するなど、民間事業
者及び関係機関と連携の上、個別の事情に応じて柔軟に対処している。

-

-

複数の活動と指標が設定され、効果発現経路が非常に分かりやすく記載されている。

外部有識者の所見

外部有識者による点検対象外である。



　

新21令和3年度 0001

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

雑役務費 ＳＩＢを活用した非行少年に対する学習支援事業 26 - - -

令和4年度 2022 法務 21

資金の流れ
（資金の受け取り先が
何を行っているかにつ

いて補足する）
（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」において
ブロックごとに最大の金
額が支出されている者に
ついて記載する。費目と
使途の双方で実情が分
かるように記載）

A. B.

費　目 使　途

計 26 計

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙2】に記載 チェック

0012

2021 法務

法務省

26百万円

委託【随意契約（企画競争）】

A.

株式会社公文教育研究会

26百万円

ＳＩＢを活用した非行少年に対する

学習支援事業



支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 株式会社公文教育研究会 1120001054949
SIBを活用した非行少年に対
する学習支援事業

26
随意契約（企画

競争）
2 100％ -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

契約方式
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 A
株式会社公文教育
研究会

1120001054949
SIBを活用した非行少年に対
する学習支援事業

71

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙3】に記載 チェック

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額
（百万円）

随意契約
（企画競争）

2 100％ -


